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「Bank Pay取引規定」および「ことら送金サービス利用規定」改正のお知らせ 
 

いつも＜ろうきん＞をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

今般、202６年 4月 24日付で「Bank Pay取引規定」および「ことら送金サービス利用規定」を

下記のとおり変更させていただきます。 

今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

記 

 

１．対象商品 

ことら送金サービスを含む Bank Pay 

 

２．改正日 

202６年 4月 24日（金）より施行する。 

 

３．改正後の規定 

全文は別紙「Bank Pay取引規定」（202６年 4月 24日改正版）および「ことら送金サービス利

用規定」（202６年 4月 24日改正版）をご参照ください。 

 

４．改正内容 

【Bank Pay取引規定】 

主な変更箇所 改正の概要 

第 1章 Bank Pay取引 

4.（Bank Pay取引契約等） 

Bank Payでの収納委託方式※1取扱い開始にかかる

追記 

第 2章 Bank Payことら送金 

13. （適用範囲） 
26. （特定用途送金に関する留意事
項） 

(株)ことらでの特定用途送金（寄附）※2取扱い開始に

係る追記 

 

【ことら送金サービス利用規定】 

主な変更箇所 改正の概要 

2．（対象取引等） (株)ことらでの特定用途送金（寄附）※2取扱い開始に

係る追記 

※1…収納委託方式とは、Bank Payを利用して貸金業者へ返済金を支払う方式です。 

※2…特定用途送金（寄附）とは(株)ことらが定める特定の口座への寄付にことら送金が利用できるサービスです。 

 

５．別紙 

別紙 1_「Bank Pay取引規定」（202６年 4月 24日改正版） 

別紙 2_「ことら送金サービス利用規定」（202６年 4月 24日改正版） 

 

 

以 上 


